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被災文教施設の設置者等からの派遣要請

依頼 依頼

国立大学法人等 文部科学省 各都道府県教育委員会等

調査団の組織・派遣

応急危険度判定調査の実施

調査結果の取りまとめ・報告 使用制限等適切な処理

（判定ステッカー貼付，応急復旧等）

調査団の解散

被災度区分判定

文教施設応急危険度判定士に係る業務

復旧・解体

設置者等の業務

で囲まれた業務が文教施設応急危険度判定士に係る業務であり、

で囲まれた業務は、被災文教施設の設置者等の業務を示している。

危険、要注意、安全の判定結果を、判定ステッカー等で調査建物に掲示す

る等の措置は、被災文教施設の設置者等の責任で実施される業務である。


